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いつもお世話になっております。

立春とは名ばかりの厳しい寒さが続いております。

いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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2025年2月の税務

2月10日

●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月28日

●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告＜法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞

●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・

地方消費税＞

●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞

●6月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税＞（半期分）

●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告＜

消費税・地方消費税＞

●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中

間申告（10月決算法人は2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞

○前年分贈与税の申告（申告期間：2月3日から3月17日まで）

○前年分所得税の確定申告（申告期間：2月17日から3月17日まで）

○固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付（2月中において市町村の条例で定

める日）



資本的支出と修繕費の区分

　適正な税務申告には、固定資産の修繕や改良に要する費用の区分が重要です。

実務では、「資本的支出」と「修繕費」の明確な区分が難しいケースが多く、特

に機能回復を目的としつつ高機能化や耐久性向上が伴う場合は、判断が困難とな

ります。

◆資本的支出と修繕費の定義と区分基準

　「資本的支出」は固定資産の機能のアップグレードや耐久性を増加させる支出

で、取得価額に加算し減価償却を通じて費用化されます。

　「修繕費」は固定資産の維持管理や原状回復のための費用で、発生した事業年

度の損金算入が可能です。

◆判断が難しい事例：蛍光灯のLED化

　LED化による節電効果や耐久性向上から、一見「資本的支出」と考えられるか

もしれません。しかし、実務では「照明設備」の消耗品の交換とみなし、全体の

価値向上とはせず、「修繕費」として処理することが適切です。

◆修繕費として認められる特例

　以下の条件を満たす支出は、修繕費として処理することが認められています。

(1)定期的な修理: おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良

(2)少額の支出: 一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合

(3)判断が困難な場合: 資本的支出か修繕費か明確でない場合で、その金額が60

万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10％以下の場合

◆判例にみる資本的支出と修繕費の判断

　賃貸マンションの台所・浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所

の平成26年4月21日の裁決（平成21、22年分の所得税）では、納税者は居住機能

回復の修繕と主張するも、既存設備撤去と新設備設置は修繕を超え、資産価値を

高め耐久性を増す資本的支出と判断されました。

　この裁決は、工事目的が機能回復でも、内容が実質的に資産価値向上なら資本

的支出となることを示しています。

年金と税制

◆老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税

　公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課

税対象とならぬよう課税対象から外されています。ただし例外的に老齢年金は課

税対象とされています。これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した

給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入



中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階ですでに非

課税であること等を勘案したものとされています。

　障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を

行うもので非課税とされています。

◆公的年金は公的年金控除の対象

　公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得

金額を計算します。公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除（50万円を差

し引いた後の年金の収入に応じて、25％、15％、5％と段階的に減少）を合計し

、合計額と最低保障額（国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円

）の大きい方の額になります。

　公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付

企業年金、確定拠出年金（企業型・個人型iDeCo）等が対象です。

◆老齢年金でも一定額以下は非課税

　単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療

保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社

会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので所得税は非課税にな

ります。

　住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割り

非課税基準以下の場合は非課税です。非課税基準は自治体により異なりますが、

東京23区や指定都市の基準は同じです。

　年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴

収して国に納付します。公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金

等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。
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